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　利用者の人権が侵害されていませんか？
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　不適切な経理処理がされていませんか？
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  最低基準は遵守されていますか？
社会福祉施設等において、県民に開かれた施設運営や生き生きとした職場環境づくりを進めることにより、不祥事の芽を絶つことが大切です。

それぞれの職場で改善に向けた検討や取組を行うとともに、社会福祉施設等職員を対象とした上記相談窓口を設置しましたので、不正等が行われていると思われる場合には、この相談窓口をご利用ください。
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〈注意〉


・相談窓口は、神奈川県福祉監査指導課内に設置されています。


　受付：午前９時～午後５時（土日曜日、祝日、年末年始は休止）


・相談者の個人情報を守って、相談をお受けします。


・相談は、客観的事実に基づき、誠実に行ってください。


・不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的での相談はお受けできません。


・相談内容によっては、所管官署・機関（庁内関係課、市町村、労働基準監督署等）の窓口のご紹介となります。








社会福祉施設等職員の


透明な職場づくり相談窓口
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